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Ｒ５．８．１から施行 

は公布の日から施行 

 

令和５年第３回高松市議会臨時会提出予定議案 

 

１ 令和５年度高松市一般会計補正予算（第２号） 

 

  現計予算額   １６９，４７２，４０８千円 

  補 正 額     ２，５６５，０６１千円 

  補 正 後   １７２，０３７，４６９千円 

 

 

２ 高松市医療費助成条例の一部改正について 

 

医療費の助成の対象となる子どもの範囲を拡充する等のため、 

 改正するもの 

 子どもに係る医療費の助成は、その対象を、これまでの１５歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある者から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者に拡充するもの 

 引用条項の整備をするもの 

 

 

３ 専決処分の承認について 

高松市林町３８５番地３５で発生した公用車の交通事故について、早急に相手方への補償を

行うため、損害賠償の額を決定するとともに、相手方と和解するため、去る５月１８日に専決

処分を行ったことの承認を求めるもの 

 和解の内容 

ア 過失割合は、市１０割とする。 

イ 相手方の車両等の損傷に係る損害額は既に支払済であるため、今回、市は、相手方の負

傷に係る損害額として、治療費３５万６，２２０円及び慰謝料等１０２万４，５５８円

の合計１３８万７７８円を相手方に支払うものとする。 

ウ 相手方及び市は、今後、本件に関して、裁判上又は裁判外において、一切異議又は請求

の申立てをしない。 


